
  

 

 

 

 

 

 

 

入 札 説 明 書 

 

 

 

 

件名：群馬県立病院の感染性廃棄物 

  収集運搬及び処分業務委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月１６日  群馬県報公告 

 

 

群 馬 県 病 院 局 

 

 



 - 1 - 

 本件に関する一般競争入札に参加しようとする者（その代理人を含む。）は、次の事

項を了承し、かつ、遵守してください。 

 

 

１ 入札に付する事項 

 

 ( 1 )調達物件名    群馬県立病院の感染性廃棄物収集運搬及び処分業務委託 一式 

 ( 2 )調達物件の内容等 仕様書のとおり 

  ( 3 )予定数量     仕様書のとおり 

 ( 4 )履行期間     令和６年６月１日から令和８年３月３１日まで 

 

２ 入札及び契約の相手方       群馬県知事 山本 一太 

 

３ 本調達に関しての照会先 

 ( 1 )郵 便 番 号  ３７１－８５７０ 

 ( 2 )所  在  地    群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 ( 3 )機  関  名    群馬県病院局経営戦略課財務係 

 ( 4 )電 話 番 号   ０２７－２２６－２７１３ 

 

４ 入札参加資格 

    次に掲げる要件を満たす者であること。 

（１）共通 

  ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しない者であること。 

  ② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づき更生手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」とい

う。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札

に参加するに支障がないと認められる者は、この限りでない。 

  ③ 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１

７０条の２第３項の規定により作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者

名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者であること。 

  ④ 本件入札公告の日から入札日までの間において、群馬県病院局財務規程（平成

１５年群馬県病院管理規程第５号。以下「規程」という。）第１３９条第１項又

は第３項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 

  ⑤ 入札日において、物品の購入等に係る有資格者業者指名停止措置要領の規定に

よる指名停止を受けていない者であること。 
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    ⑥ 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。 

  ⑦ 令和５年度に病床３００床以上（複数医療機関における病床数の合計も可とす

る。）の医療機関の感染性廃棄物収集運搬又は処分業務を受託した実績を有する

者であること。 

  ⑧ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１２条の

５第１項の規定による電子情報処理組織（以下「電子マニフェスト」という。）

が使用可能であること。 

（２）収集運搬業者 

  ① 特別管理産業廃棄物収集運搬業（感染性廃棄物）の許可を有する者であること。 

  ② 群馬県が定める感染性産業廃棄物の収集運搬車両等に関する運搬基準を満たす

廃棄物収集運搬専用車両を複数台所有していること。 

  ③ 積替、保管及び区間委託することなく、収集日当日に中間処理施設へ搬入でき

る者であること。 

（３）処分業者 

  ① 特別管理産業廃棄物処分業（感染性廃棄物）の許可を有する者であること。 

  ② 処理施設は、廃棄物処理法第１５条の産業廃棄物処理施設設置許可を受け（廃

棄物処理法第１５条第１項該当施設）、一処理施設当たり一時間当たりの処理能

力が二百キログラム以上の焼却又は溶融の処理能力を有する施設であること。

（複数処理施設での合計処理能力では不可。） 

    廃棄物処理法施行令に定める廃棄物処分基準及び廃棄物処理法に基づく感染性

廃棄物処理マニュアル（環境省作成）を遵守し、適切な処分が可能であること。 

 

５ 入札参加資格の確認 

（１） この公告の入札の参加希望者は、上記４に掲げる入札参加資格を有することを

証明するため、次に従い、入札参加申請書及び必要添付書類（以下「申請書等」

という。）を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならな

い。 

    なお、申請期限日までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認

められた者は、この公告の入札に参加することができない。 

  ア 提出期間  令和６年４月１６日（火）から同年５月１５日（水）までの日

（群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以

下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除

く。） 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

  イ 提出場所  上記３に同じ。 

  ウ  提出方法  郵送又は持参とする。 

          郵送による場合は、書留郵便とし、提出期間内に必着のこと。ま
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た、封筒に「群馬県立病院の感染性廃棄物収集運搬及び処分業務

委託の資格審査書類在中」と朱書きすること。 

（２） 提出書類は、次のとおりとする。 

    なお、「収集運搬」又は「処分」のいずれかのみの受託を希望する者は、選定

した「処分」又は「収集運搬」業者の委任状及び当該業者が所有する下記書類を

併せて揃えること。 

  ア 入札参加申請書 

  イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証（写） 

  ウ 特別管理産業廃棄物処分業許可証（写） 

  エ 最終処分の許可証の写し、又は受入許可証・契約書（写） 

  オ 処理能力を示す資料 

  カ 産業廃棄物処理施設設置許可証（写）「第１５条第１項関係」 

  キ 令和５年度３００床以上の医療機関との収集運搬又は処分契約書（写） 

  ク 収集運搬・中間処分それぞれの契約先一覧表及び感染性廃棄物収集車両一覧表 

  ケ 感染性廃棄物の最終処分までの業者名、所在地を明確にしたフローチャート 

  コ 中間処理施設及び最終処分の所在地・施設状況等を明確にした地図及び写真 

  サ 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの発行する電子マニフェストの

加入証（写） 

（３） 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結

果は令和６年５月２１日（火）までに書面により通知する。 

（４） 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時

までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合

には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。 

（５） その他 

  ア 申請書等は返却しない。 

  イ 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 

    ウ 必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。 

 

６ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１） 入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと

認めた理由について、次に従い、書面により、説明を求めることができる。 

  ア  提出期間  令和６年５月２１日（火）から同月２７日（月）までの日（休日

条例第１条第１項に規定する休日を除く。） 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。 

  イ 提出場所  上記３に同じ。 

（２） 説明を求められたときは、令和６年６月３日（月）までに説明を求めた者に対

し書面により回答する。 
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７ 入札及び開札の日時並びに場所等 

（１） 日 時  令和６年５月２８日（火） 午前１０時００分 即時開札 

（２） 場 所  群馬県庁２４階２４１会議室 

（３） その他  入札の執行にあたっては、入札参加資格があることが確認された旨

の通知書（入札参加資格確認通知書）を持参すること。 

 

８ 入札方法等 

（１） 入札方法は、次に掲げる事項を記載した入札書（様式１）を持参又は郵送によ

り提出することとし、電報、ファックス、電話その他の方法による入札は認めな

い。 

  ア 調達件名 

  イ 入札金額（仕様書内「３ 感染性廃棄物の分別形態及び排出予定量」の区分に

よる容器ごとの収集運搬単価、総重量に係る処分単価及び契約期間の予定総額

を記載すること。） 

  ウ 入札者の住所、氏名（法人の場合は、その名称又は称号及び代表者の氏名）及

び押印 

  エ 代理人が入札する場合においては、代理人の氏名及び押印 

    なお、郵送の場合は、書留郵便とし、令和６年５月２７日（月）午後４時まで

に群馬県病院局経営戦略課長宛て親展で必着のこと。郵送にあたっては二重封筒

とし、入札書を中封筒に入れて厳封の上、当該中封筒には氏名等及び「群馬県立

病院の感染性廃棄物収集運搬及び処分業務委託の入札書在中」と朱書すること。

また、外封筒にも「群馬県立病院の感染性廃棄物収集運搬及び処分業務委託の入

札書在中」と朱書すること。 

（２） 入札者は、代理人に入札させる場合には、委任状（様式２）を提出すること。 

（３） 入札場において、次の各号に該当するものは当該入札場から退場させる。 

  ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

  イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者 

（４） 入札者又はその代理人（以下「入札参加者」という。）が相連合し、又は不穏

の挙動をする等の場合で競争入札が公正に執行することができない状態にあると

認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 

（５） １回目の入札において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、２

回目の入札に付する。 

    なお、郵送により入札書を提出し、２回目の入札に参加する意志がある場合は、

別封により２回目の入札書を作成し、各封筒に何回目かを明記しておくこと。 

（６） 入札金額は、当該業務に要する一切の経費を含め入札金額を見積もるものとす

る。 
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    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（７） 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかな

ければならない。ただし、入札金額の訂正は認めない。 

（８） 入札参加者は、提出した入札書を引換、変更又は取消をすることができない。 

 

９ 保証金に関する事項 

（１） 入札保証金  免除 

（２） 契約保証金  契約の相手方は、契約金額の１００分の１０以上の額を納付す

るものとする。ただし、契約日時点で、規程第１２３条の規定

に該当する者は、免除する。 

 

１０ 開札 

  開札は、入札参加者が出席して行うものとする。この場合において、入札参加者が

立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 

 

１１ 入札の無効 

  次に掲げる者の行った入札は無効とする。 

（１） 入札に参加する資格を有しない者 

（２） 同一の入札について、二以上の入札をした者 

（３） 入札に際し、不正行為があった者 

（４） 入札書に必要な事項の記載や必要な押印を行わなかった者 

（５） 入札金額が訂正されている入札書で入札した者 

（６） その他、入札に関する条件に違反した者 

 

１２ 落札者の決定等 

（１） 有効な入札を行った入札者のうち、次の２つの条件を満たした者を落札者とす

る。 

  ア 入札金額（各入札項目単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額）が

最も安価な者 

  イ 各入札項目単価が規程第１１６条第１項の規定により定められた予定価格の制

限の範囲内である者 

    なお、本案件は低入札価格調査基準を設定しており、これを下回る入札があっ

た場合には、落札を保留とし、履行の確保が図れるか否かを調査、検討のうえ、
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落札者は後日決定するものとする。 

（２） 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者

にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者

のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引く

ことができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職

員にくじを引かせるものとする。 

（３） 落札者決定時に、開札に立ち会わない落札者とされなかった入札者があるとき

は、落札者を決定した日の翌日から起算して７日以内に、落札者を決定したこと、

落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、当該入札者に通知するものとする。 

 

１３ 契約書の作成 

  別添契約書案により、契約書を作成するものとする。    

 

１４ その他 

（１） 入札参加者は、この入札説明書の内容を熟知した上で入札しなければならない。

また、入札後、当該内容についての不知又は不明を理由として異議を申し立てる

ことはできない。 

（２） 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（３） 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。 

（４） 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならな

 い。 


